
�愛媛県規則第６７号
愛媛県職場適応訓練委託規則及び愛媛県訓練手当支給規則

の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職場適応訓練委託規則及び愛媛県訓練手当支給

規則の一部を改正する規則

（愛媛県職場適応訓練委託規則の一部改正）

第１条 愛媛県職場適応訓練委託規則（昭和３９年愛媛県規則

第３号）の一部を次のように改正する。

第１４条第４号中「第１６条、」の下に「経済社会の変化に

対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一

部を改正する等の法律（平成１３年法律第３５号）附則第２条

第１項の規定によりその効力を有するものとされる旧」を

、「第１３条」の下に「若しくは第１４条」を加え、「若しく

は第４条第１項」を「、第４条第１項、第８条若しくは第

９条」に改める。

（愛媛県訓練手当支給規則の一部改正）

第２条 愛媛県訓練手当支給規則（昭和４１年愛媛県規則第４１

号）の一部を次のように改正する。

第１条及び第２条中「第１３条第２号」を「第１８条第２号

」に改める。

第３条第１項第２号中「地域雇用開発等促進法（昭和６２

年法律第２３号）第２１条」を「雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）第２５条第１項」に、「職業紹介活動」を「広域職

業紹介活動」に改め、同項第６号中「第１条第１項第８号

イ」を「第１条第１項第７号イ」に改め、同項第８号中「

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（昭和３５年政令

第２９２号）第１条に規定する障害者」を「障害者の雇用の

促進等に関する法律第２条第６号及び障害者の雇用の促進

等に関する法律施行規則（昭和５１年労働省令第３８号）第１

条の４に規定する精神障害者」に改め、同項第１５号中「特

定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法

（」を「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進す

るための雇用対策法等の一部を改正する等の法律（平成１３

年法律第３５号）附則第２条第１項の規定によりその効力を

有するものとされる旧特定不況業種等関係労働者の雇用の

安定に関する特別措置法（」に、「又は」を「若しくは特
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定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法

施行規則を廃止する等の省令（平成１３年厚生労働省令第１

２９号）附則第２条第１項の規定によりその効力を有するも

のとされる旧」に改め、「特定不況業種離職者求職手帳」

の下に「又は雇用対策法施行規則附則第８条若しくは第９

条の規定による石炭鉱業離職者求職手帳」を加え、同条第

２項中「第１条第１項第８号イ	」を「第１条第１項第７
号イ	」に改め、同条第３項中「（昭和４９年法律第１１６号
）」を削り、「同条第２項」を「同条第３項」に改める。

第８条中「第１３条」を「第１８条」に改める。

様式第１号中

第８号
第８号

の２
第１０号 第１１号 第１２号 第１３号

「

を

」

第７号
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の２
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「

第３項
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を に、

」 」

雇用対策

法施行規

則附則第

２条第１

項

第２号

「
雇用対策法施行規則

附則

第２条

第１項

第７条

第１項

第２号 第２号

「

を に改める。

」 」

様式第１号（注意）の次に注として次のように加える。

注 �欄の�の「旧第１３号」とは、特定不況業種等関係
労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃

止する等の省令（平成１３年厚生労働省令第１２９号）第

３条の規定による改正前の雇用対策法施行規則（昭和

４１年労働省令第２３号）第２条第２項第１３号をいう。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に第２条の規定による改正前の愛媛

県訓練手当支給規則様式第１号の規定により提出されてい

る書類は、同条の規定による改正後の愛媛県訓練手当支給

規則様式第１号の規定により提出された書類とみなす。

�愛媛県告示第１６６１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、西条市長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、西条市の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、西条市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、宮窪町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、宮窪町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宮窪町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

西条市ひうち字西ひうち７の６及び７の１５の地先 ２７，２２６．０９

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
ひう
ち

字
西ひ
うち

西条市ひうち字西ひうち７の６及び７の
１５の地先公有水面埋立地 ２７，２２６．０９

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

宮窪町大字友浦５６、５７、８１から８３まで、１１４の１、
１１５の２、１１６、１１８から１２０まで、１２１の１、１２２の
１、１７０の１、１７０の２及び１７２の地先

１，２３８．５７

宮窪町大字友浦１、２の２、２の３、４５、４８、４８
の２から４８の５まで及び５３の地先 ２，９４５．００

宮窪町大字友浦５３、５４、５５の２及び５８の地先 ２６９．６８

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字友浦 宮窪町大字友浦５６、５７、８１から８３まで、
１１４の１、１１５の２、１１６、１１８から１２０まで
、１２１の１、１２２の１、１７０の１、１７０の２
及び１７２の地先公有水面埋立地

１，２３８．５７

宮窪町大字友浦１、２の２、２の３、４５
、４８、４８の２から４８の５まで及び５３の地
先公有水面埋立地

２，９４５．００

宮窪町大字友浦５３、５４、５５の２及び５８の
地先公有水面埋立地 ２６９．６８

愛 媛 県 報平成１４年１０月１８日 第１４００号

１１７６



�愛媛県告示第１６６５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、宮窪町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、宮窪町の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宮窪町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、八幡浜市長から公有水面の埋立てにより新たに生

じた次の土地は、八幡浜市の地域であることを確認した旨の

届出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、八幡浜市長から次のとおり字の区域を変更する旨の

届出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

宮窪町大字友浦１、４５、４８及び４８の２から４８の４
までの地先 ３，４０４．６４

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字友浦 宮窪町大字友浦１、４５、４８及び４８の２か
ら４８の４までの地先公有水面埋立地 ３，４０４．６４

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

八幡浜市大字合田１９１１の９、１９２３、１９２５の１から
１９２５の３まで、１９２６の３、１９３０の１、１９３０の３か
ら１９３０の１０まで、１９３３の１、１９３３の４、１９３５の１
、１９３５の２、２１４０の１２、２１４０の１４から２１４０の１７ま
で、２１４０の３４、２１４０の４２から２１４０の４４まで及び２１
４０の４６の地先

４，１８２．８０

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字合田 八幡浜市大字合田１９１１の９、１９２３、１９２５
の１から１９２５の３まで、１９２６の３、１９３０
の１、１９３０の３から１９３０の１０まで、１９３３
の１、１９３３の４、１９３５の１、１９３５の２、
２１４０の１２、２１４０の１４から２１４０の１７まで、
２１４０の３４、２１４０の４２から２１４０の４４まで及
び２１４０の４６の地先公有水面埋立地

４，１８２．８０

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

ふく整形外科 福 西 昭 人 宇摩郡土居町中村１２４５
番地

平成
１４．１０．１

くろみつ眼科 黒 光 正 三 新居浜市高木町４－７ 平成
１４．１０．１

さくら薬局土居
店

有限会社
蝶 野

宇摩郡土居町中村１２５４
－１

平成
１４．１０．１

きんぐ調剤薬局
八幡

有限会社
キングメディカ
ル

新居浜市八幡町二丁目
５番６号

平成
１４．１０．１

たにもと薬局 谷 本 勝 司 大洲市徳森１９９０－１ 平成
１４．１０．１

みつばち薬局 株式会社
ア ク ト 新居浜市中西町６－４５ 平成

１４．１０．１

パ ー ル 薬 局 有限会社
宇 和 島 調 剤 宇和島市御殿町３－６ 平成

１４．１０．１

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

羽田歯科医院 羽 田 良 幸 今治市別宮町三丁目７
－２１

平成
１４．９．４

笹 岡 薬 局 株式会社
笹 岡 薬 局

宇和島市新町一丁目４
－１３

平成
１４．６．１１

��������������
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�愛媛県告示第１６７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１４年１０月１８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社
たんぽぽ介護サービス

温泉郡重信町見奈良３９９番
地 くま安心館グループホーム 上浮穴郡久万町久万町２４４

番地 平成１４．８．１６

社会福祉法人
宇和町社会福祉施設協会

東宇和郡宇和町久枝甲１４３４
番地１

短期入所生活介護事業所
松葉寮

東宇和郡宇和町久枝甲１４３４
番地１ 平成１４．８．１

有限会社 ウエンズ 今治市片山二丁目３番２９号 ダスキンレントオール
今治北日吉ステーション

今治市北日吉町一丁目１２－
８ 平成１４．１０．１

医療法人 不老 八幡浜市穴井３番耕地４０１
番地 穴井診療所 八幡浜市穴井３番耕地４０１

番地 平成１４．６．１

医療法人 不老 八幡浜市穴井３番耕地４０１
番地 川上診療所 八幡浜市川上町川名津甲３２

５番６ 平成１４．６．１

株式会社 富士タクシー 八幡浜市１４６０番地１０３ 富士介護サービス 八幡浜市１４６０番地１０３ 平成１４．９．２０

有限会社 プラス 越智郡伯方町木浦甲３４５８番
地の５ 有限会社 プラス 越智郡伯方町木浦甲３４５８番

地の５ 平成１４．８．１

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地 デイサービス施設柏寿園 南宇和郡内海村柏１５４２番地
１ 平成１４．６．１

宇和島地区広域事務組合 宇和島市曙町１番地 老人短期入所施設柏寿園 南宇和郡内海村柏１５４２番地
１ 平成１４．６．１

医療法人 青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０
４６番地１

デイサービスセンター
アクティブ大洲 大洲市中村８５３番地１ 平成１４．１０．１

松山建機株式会社 伊予郡松前町西古泉２８２番
地２ 訪問介護事業所ふるさと 伊予郡松前町西古泉２８２番

地２ 平成１４．９．１

医療法人 藤野医院 伊予郡松前町浜４１７番地 ふじの内科・小児科 伊予郡松前町浜４１７番地 平成１４．６．１

合資会社
明希訪問介護センター

八幡浜市大字松柏字折口丁
３８８番６

合資会社
明希訪問介護センター

八幡浜市大字松柏字折口丁
３８８番６ 平成１４．１０．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人
宇和町社会福祉施設協会

東宇和郡宇和町久枝甲１４３４
番地１

居宅介護支援事業所
松葉寮

東宇和郡宇和町久枝甲１４３４
番地１ 平成１４．８．１

医療法人 不老 八幡浜市穴井３番耕地４０１
番地

居宅介護支援事業所
不老

八幡浜市穴井３番耕地４０１
番地 平成１４．７．１
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�愛媛県告示第１６７６号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より、次のとおり医療機関を指定した。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社 シーアンドエス 広島県広島市中区加古町１３
番１２号

さくら・介護ステーション
今治

（変更後）
今治市郷新屋敷町五丁目３
番２号

平成１４．７．１
（変更前）
今治市横田町一丁目６番３
号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

宇 和 町 東宇和郡宇和町大字卯之町
三丁目４３４番地

宇和町特別養護老人ホーム
「松葉寮」

東宇和郡宇和町久枝甲１４３４
番地１ 平成１４．７．３１

有限会社 中野薬局 大洲市中村字長畑２１０ 中野薬局 大洲市中村字長畑２１０ 平成１４．８．１

内 舛 富 男 宇和島市佐伯町一丁目１番
９号 ウチマス薬局中央店 宇和島市中央町一丁目３－

１２ 平成１４．３．３１

中 島 俊 明 八幡浜市穴井３番耕地４０１
番地 穴井診療所 八幡浜市穴井３番耕地４０１

番地 平成１４．５．３１

中 島 俊 明 八幡浜市穴井３番耕地４０１
番地 川上診療所 八幡浜市川上町川名津甲３２

５番６ 平成１４．５．３１

藤 野 旭 伊予郡松前町浜４１７番地 藤野医院 伊予郡松前町浜４１７番地 平成１４．５．３１

高 橋 勲 温泉郡重信町横河原前川１３
０９の３ 高橋歯科医院 温泉郡重信町横河原前川１３

０９ 平成１４．３．３１

羽 田 良 幸 今治市馬越町二丁目５－４３ 羽田歯科医院 今治市別宮町三丁目７－２１ 平成１４．９．４

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

宇 和 町 東宇和郡宇和町大字卯之町
三丁目４３４番地

宇和町特別養護老人ホーム
「松葉寮」

東宇和郡宇和町久枝甲１４３４
番地１ 平成１４．７．３１
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�愛媛県告示第１６７７号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日

に廃止されたので、同項の規定による指定医療機関の指定の

効力は、同日をもって消滅した。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６７９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６７８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２５８４ 原 田 伸
皮フ科・形成外
科 はらだクリ
ニック

新居浜市上原三丁
目２７４８－１

平成
１４．７．１

２５８５ 井 門 等 井門クリニック 越智郡朝倉村大字
朝倉下甲１１４６－１

平成
１４．８．１

２５８６ 松 尾 美登利 みどり歯科医院 西条市飯岡３７６０－
１

平成
１４．９．１

２５８７ 土 居 万 昭 土 居 内 科 東宇和郡宇和町大
字上松葉１４５－１

平成
１４．９．１

２５８８ 瀬 戸 町 長 瀬戸町国民健康
保険瀬戸診療所

西宇和郡瀬戸町三
机乙２５８７

平成
１４．９．１

２５８９ 黒 光 正 三 くろみつ眼科 新居浜市高木町４
－７

平成
１４．１０．１

２５９０ 福 西 昭 人 ふく整形外科 宇摩郡土居町中村
１２４５

平成
１４．１０．１

２５９１ 医療法人不 老 川 上 診 療 所 八幡浜市川上町川
名津甲３２５－６

平成
１４．１０．１

２５９２ 医療法人不 老 穴 井 診 療 所 八幡浜市穴井３番
耕地４０１

平成
１４．１０．１

２５９３ 矢 野 尚 樹 矢野眼科大三島
分院

越智郡大三島町大
字宮浦５１６１

平成
１４．１０．１１

１０５７４
有限会社
虹の森ファーマ
シー

コスモス薬局 北宇和郡三間町大
字宮野下７０４

平成
１４．７．１

１０５７５
有限会社
キングメディカ
ル

きんぐ調剤薬局
八幡

新居浜市八幡二丁
目５－６

平成
１４．１０．１

１０５７６ 株式会社フロンティア
ワタキュー薬局
宇和島店

宇和島市丸之内二
丁目１－４

平成
１４．１０．１

１０５７７ 有限会社蝶 野
さくら薬局 土
居店

宇摩郡土居町中村
１２５４－１

平成
１４．１０．１

１０５７８ 株式会社プ リ ポ ー ト
宇和島プリポー
ト薬局

宇和島市御殿町４
－１９

平成
１４．１０．１

１０５７９ 谷 本 勝 司 たにもと薬局 大洲市徳森１９９０－
１

平成
１４．１０．１

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

１０３１４ 山 田 勇 樹 ヤ マ ダ 薬 局 宇和島市丸之内一
丁目１－３

平成
１４．３．３１

１６６８ 中 島 俊 明 穴 井 診 療 所 八幡浜市穴井３番
耕地４０１

平成
１４．５．３１

２１９６ 中 島 俊 明 川 上 診 療 所 八幡浜市川上町川
名津甲３２５－６

平成
１４．５．３１

１０３６０ 山 田 勇 樹 コスモス薬局 北宇和郡三間町大
字迫目４７

平成
１４．６．３０

２４２３ 小 島 稔 豊 小 島 医 院 西条市神拝甲２１７
－４

平成
１４．７．３１

１０５１４ 園 浦 誠 子 フラワー薬局 伊予郡砥部町高尾
田２９５

平成
１４．９．３０

１０５８０
株式会社
メディック・ユ
ー

あ ん ず 薬 局 宇和島市丸之内二
丁目１－７

平成
１４．１０．１

１０５８１ 株式会社ア ク ト みつばち薬局 新居浜市中西町６
－４５

平成
１４．１０．１

１０５８２ 有限会社宇 和 島 調 剤 はまゆう薬局 宇和島市御殿町４
－１９

平成
１４．１０．１１

１０５８３ 有限会社宇 和 島 調 剤 パ ー ル 薬 局 宇和島市御殿町３
－６

平成
１４．１０．１１

１０５８４ 有限会社フラワー薬局 フラワー薬局 伊予郡砥部町高尾
田２９５

平成
１４．１０．１１

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 内 科 土 居 内 科 土 居 万 昭 東宇和郡宇和町大字上松葉１４５－１ 平成

１４年１０月１日

肢 体 不 自 由 小 児 科 城川町国民健康保
険土居診療所 日 野 ひとみ 東宇和郡城川町大字土居５７８ 〃

〃 整 形 外 科 愛媛大学医学部附
属病院 木 谷 彰 岐 温泉郡重信町大字志津川 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

きんぐ調剤薬局
八 幡

新居浜市八幡二丁
目５－６

平成１４年
１０月１日

さくら薬局 土居
店

宇摩郡土居町中村
１２５４－１ 〃
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�愛媛県告示第１６８０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の

合計を基準面積以下とする旨の届出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６８１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに

松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

パルティ・フジ北斎院

松山市北斎院町６９８番１

	 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社フジ

松山市宮西町一丁目２番１号

代表取締役 時任紀邦


 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社フジ

松山市宮西町一丁目２番１号

代表取締役 時任紀邦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１５年４月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

３，０３５平方メートル

 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１７４台

イ 駐車場の収容台数

８０台

ウ 荷さばき施設の面積

２２８平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６１立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口５箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前７時から午後６時まで

２ 届出年月日

平成１４年９月１９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済

部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月

間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

	 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

�愛媛県告示第１６８２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び西条地方局

産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

フジ北斎院店 松山市北斎院町
６９８番１ 平成１５年１月６日
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�������
�愛媛県告示第１６８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、中島町睦月土地改良区から次のとおり役員が退任し

た旨の届出があった。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１６８５号
新居浜市松神子土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市松神子土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び西条地方局産業経済部商工

労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

	 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

�愛媛県告示第１６８３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び宇和島地方

局産業経済部商工労政課並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び宇和島地方局産業経済部商

工労政課並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

	 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン西条 西条市新田字北新田
２３５番地

駐車場の自動車の出入口の
数 ６箇所 ７箇所 平成１４年

９月２８日
平成１４年
９月２６日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ宇和島 宇和島市恵美須町二
丁目３番２８号 駐車場の収容台数 １６７台 １４５台 平成１５年

３月１日
平成１４年
９月２７日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 林 昌 男 温泉郡中島町大字睦月３２７番地
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	 新居浜市松神子土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１０月２１日から１１月１８日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第１６８６号
城辺町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・長野地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・長野地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１０月２１日から１１月１８日まで

３ 縦覧場所

城辺町役場

�������
�愛媛県告示第１６８７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西条市丸野字カヤノ内５２７１・字橋ヶ谷５２７５の１・保野字

丸野道ノ上７５６２の１・７５６２の２（以上４筆について次の図

に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

林道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び西条市

役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１６８９号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、津島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

津島町

北宇和郡津島町岩松甲４７１番地

代表者 町長 曽根貞義

北宇和郡津島町大字上畑地甲６０４番地

２ 埋立区域

� 位置

ア １地区

北宇和郡津島町田颪字本谷７１番１２地先から同７１番１

地先までの公有水面

イ ２地区

北宇和郡津島町田颪字本谷７１番１地先から同字内ノ

浦１２３番地先までの公有水面

	 区域

ア １地区

次のＡ点からＦ点までを順次直線で結んだ線並びに

Ｆ点とＡ点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（庄ノ島灯台）は、北緯３３度０７分３７秒、東経１

３２度２６分３１秒の地点

Ａ点は、基点から真北１５１度２６分００秒４，６６０．００メー

トルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１００度１５分００秒２．３０メートル

の地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１９０度１５分００秒３．１０メートル

の地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１００度１５分００秒４５．９０メート

ルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１０度１５分００秒３．１０メートルの

地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１００度１５分００秒７．８０メートル

の地点

イ ２地区

次の１点から２８点までを順次直線で結んだ線並びに

�愛媛県告示第１６８８号
次のとおり落札者を決定した。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

国道１９７号八西トンネ
ル建設工事 一式

愛媛県土木部土木管
理課
愛媛県松山市一番町
四丁目４番地２

平成１４年９月６日

八西トンネル建設工事
大成・鉄建・西田共同
企業体
香川県高松市西の丸町
１４番１０号

４，０５３，０００，０００円 一般競争入札 平成１４年７月２３日
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２８点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

り囲まれた区域

基点（庄ノ島灯台）は、北緯３３度０７分３７秒、東経１

３２度２６分３１秒の地点

１点は、基点から真北１５０度３４分００秒４，７３０．００メー

トルの地点

２点は、１点から真北９９度００分００秒２．６０メートルの

地点

３点は、２点から真北１９２度３０分００秒３．１０メートル

の地点

４点は、３点から真北９９度４５分００秒６．７０メートルの

地点

５点は、４点から真北１０２度００分００秒４．１０メートル

の地点

６点は、５点から真北１０３度４５分００秒８．９０メートル

の地点

７点は、６点から真北１０５度４５分００秒３．５０メートル

の地点

８点は、７点から真北１０６度４５分００秒４．６０メートル

の地点

９点は、８点から真北１０５度４５分００秒４３．６０メート

ルの地点

１０点は、９点から真北１０６度００分００秒８．９０メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１０７度３０分００秒７．３０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１０９度３０分００秒４．１０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北１１１度００分００秒４．３０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１１２度４５分００秒６．３０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１１３度００分００秒６．５０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北１１５度００分００秒４．３０メートル

の地点

１７点は、１６点から真北１１６度３０分００秒３．６０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１１８度３０分００秒４．９０メートル

の地点

１９点は、１８点から真北１１７度３０分００秒５．４０メートル

の地点

２０点は、１９点から真北１１４度００分００秒３．９０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北１１１度３０分００秒３．４０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北１１１度００分００秒３．２０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１０７度００分００秒３．１０メートル

の地点

２４点は、２３点から真北１０４度３０分００秒３．１０メートル

の地点

２５点は、２４点から真北１５度４５分００秒３．１０メートルの

地点

２６点は、２５点から真北９９度００分００秒０．９０メートルの

地点

２７点は、２６点から真北９５度３０分００秒４．５０メートルの

地点

２８点は、２７点から真北９１度３０分００秒１．９０メートルの

地点


 面積

ア １地区

５８３．８１平方メートル

イ ２地区

３，２２１．４０平方メートル

ウ 合計

３，８０５．２１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成９年２月２０日 愛媛県指令河第１１１２号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年１０月１８日

�愛媛県告示第１６９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１０月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 山鳥坂名荷谷線
喜多郡肱川町大字中居谷４９９番１地先から

同大字５００番２地先まで

旧 ７．１～１０．９ ０．１００

新 ７．５～２５．０ ０．１００
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�公 告

争議行為の通知の公表について

愛媛県精神医療合同労働組合協議会執行委員長正岡靖男か

ら次のとおり争議行為を行う旨の通知が平成１４年１０月１１日あ

ったので公表する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 新病院建設構想に係る、当病院食の業務委託案の

撤回、労使対等且つ誠実な団体交渉の実施、事前協

議同意約款の履行、その他

２ 日時 平成１４年１０月２２日午前６時３０分以降本問題が解決

に至るまでの期間

３ 場所 医療法人光佑会黒田病院（伊予郡松前町大字神崎

５８６番地）における、同組合員が所属する職場、職

域、院内全域、地域

４ 概要 前記、併用の職場において、あらゆる形と規模に

おける争議行為を単独または併用して実施する。

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県教育委員会規則第１７号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１４年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。

別表第２の１中

川 之 江高等学校 ３年 普 通 科 １，１６０ ４年 普 通 科 夜 １６０

三 島高等学校 ３年 普 通 科 ８８０ ４年 普 通 科 夜 １６０

商 業 科 １２０

情報デザイン科 １２０

「

を

」

川 之 江高等学校 ３年 普 通 科 １，１２０ ４年 普 通 科 夜 １６０

三 島高等学校 ３年 普 通 科 ８４０ ４年 普 通 科 夜 １６０

商 業 科 １２０

情報デザイン科 １２０

「

に、

」

新 居 浜 東高等学校 ３年 普 通 科 １，１２０

新 居 浜 西高等学校 ３年 普 通 科 １，０８０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

生 活 文 化 科 １２０

「

を

」

新 居 浜 東高等学校 ３年 普 通 科 １，０８０

新 居 浜 西高等学校 ３年 普 通 科 １，０４０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

生 活 文 化 科 １２０

「

に、

」

新居浜工業高等学校 ３年 機 械 科 ２４０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １６０

電 気 科 １２０

電 子 工 学 科 ４０

情 報 電 子 科 ８０

「

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 山鳥坂名荷谷線
喜多郡肱川町大字中居谷４９９番１地先から

同大字５００番２地先まで
平成１４年１０月１８日

公 告

教育委員会規則
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を

工 業 化 学 科 １２０

新居浜商業高等学校 ３年 商 業 科 ３６０

情 報 処 理 科 ４０

サービス経済科 ４０

情報ビジネス科 ８０

西 条高等学校 ３年 普 通 科 ８４０ ４年 普 通 科 夜 １６０

理 数 科 １２０

商 業 科 １２０

衛 生 看 護 科 ８０

西 条 農 業高等学校 ３年 生 産 科 学 科 １２０

農 業 土 木 科 １２０

林 業 科 ４０

造 園 科 ４０

グリ－ン環境科 ８０

生 活 科 学 科 １２０

食 品 科 学 科 １２０

小 松高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

家 政 科 ８０

ライフデザイン科 ４０

東 予高等学校 ３年 普 通 科 ８０

機 械 科 １２０

電 子 機 械 科 ４０

電 気 科 ４０

電気システム科 ８０

建 築 科 ４０

建 設 工 学 科 ８０

丹 原高等学校 ３年 普 通 科 ６００

園 芸 科 学 科 １２０

今 治 東高等学校 ３年 普 通 科 ８４０ 」

新居浜工業高等学校 ３年 機 械 科 ２００ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０

電 気 科 １２０

情 報 電 子 科 １２０

工 業 化 学 科 ８０

環 境 化 学 科 ４０

新居浜商業高等学校 ３年 商 業 科 ３６０

情報ビジネス科 １２０

西 条高等学校 ３年 普 通 科 ８４０ ４年 普 通 科 夜 １６０

理 数 科 １２０

商 業 科 １２０

衛 生 看 護 科 ４０

西 条 農 業高等学校 ３年 生 産 科 学 科 １２０

農 業 土 木 科 １２０

グリ－ン環境科 １２０

生 活 科 学 科 １２０

「

に、

愛 媛 県 報平成１４年１０月１８日 第１４００号
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食 品 科 学 科 １２０

小 松高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

家 政 科 ４０

ライフデザイン科 ８０

東 予高等学校 ３年 普 通 科 １２０

機 械 科 １２０

電気システム科 １２０

建 設 工 学 科 １２０

丹 原高等学校 ３年 普 通 科 ５６０

園 芸 科 学 科 １２０

今 治 東高等学校 ３年 普 通 科 ７２０ 」

今 治 南高等学校 ３年 普 通 科 ８４０

農 業 科 １２０

園芸デザイン科 １２０

今 治 北高等学校 ３年 普 通 科 ７２０

商 業 科 １２０

事 務 科 １２０

情 報 処 理 科 １２０

今 治 工 業高等学校 ３年 機 械 科 １２０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １６０

電 気 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

工 業 化 学 科 ８０

環 境 化 学 科 ４０

繊 維 工 学 科 １２０

デ ザ イ ン 科 １２０

「

を

」

今 治 南高等学校 ３年 普 通 科 ８４０

農 業 科 ８０

園芸デザイン科 ８０

園芸クリエイト科 ４０

今 治 北高等学校 ３年 普 通 科 ６８０

商 業 科 １２０

事 務 科 １２０

情 報 処 理 科 １２０

今 治 工 業高等学校 ３年 機 械 科 １２０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １６０

電 気 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

工 業 化 学 科 ４０

環 境 化 学 科 ８０

繊 維 工 学 科 １２０

デ ザ イ ン 科 １２０

「

に、

」

松 山 西高等学校 ３年 普 通 科 １，１６０「 を」

愛 媛 県 報平成１４年１０月１８日 第１４００号
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松 山 西高等学校 ３年 普 通 科 １，０００「 に、」

松 山 工 業高等学校 ３年 機 械 科 ２４０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １６０

電 気 科 １２０ 建 築 科 １６０

電 子 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

工 業 化 学 科 １２０

建 築 科 １６０

土 木 科 １２０

繊 維 科 １２０

松 山 商 業高等学校 ３年 商 業 科 ３６０ ４年 商 業 科 夜 １６０

流 通 経 済 科 ３６０

国 際 経 済 科 １６０

情 報 処 理 科 １２０

情報ビジネス科 ２４０

東 温高等学校 ３年 普 通 科 ８４０

商 業 科 ２４０

衛 生 看 護 科 ８０

上 浮 穴高等学校 ３年 普 通 科 １２０

林 業 科 ８０

森 林 環 境 科 ４０

「

を

」

松 山 工 業高等学校 ３年 機 械 科 ２４０ ４年 機 械 科 夜 １６０

電 子 機 械 科 １２０ 電 気 科 １６０

電 気 科 １２０ 建 築 科 １６０

電 子 科 １２０

情 報 技 術 科 １２０

工 業 化 学 科 １２０

建 築 科 １２０

土 木 科 １２０

繊 維 科 １２０

松 山 商 業高等学校 ３年 商 業 科 ３６０ ４年 商 業 科 夜 １６０

流 通 経 済 科 ３６０

国 際 経 済 科 １２０

情報ビジネス科 ３６０

東 温高等学校 ３年 普 通 科 ８４０

商 業 科 ２４０

衛 生 看 護 科 ４０

上 浮 穴高等学校 ３年 普 通 科 １２０

林 業 科 ４０

森 林 環 境 科 ８０

「

に、

」

伊 予 農 業高等学校 ３年 生 物 工 学 科 １２０

園 芸 流 通 科 １２０

食 品 化 学 科 １６０

生 活 科 学 科 １２０

「

を

愛 媛 県 報平成１４年１０月１８日 第１４００号
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環 境 開 発 科 １２０ 」

伊 予 農 業高等学校 ３年 生 物 工 学 科 １２０

園 芸 流 通 科 １２０

食 品 化 学 科 １２０

生 活 科 学 科 １２０

環 境 開 発 科 １２０

「

に、

」

大 洲高等学校 ３年 普 通 科 ６００

商 業 科 ２４０

「
を

」

大 洲高等学校 ３年 普 通 科 ５６０

商 業 科 ２４０

「
に、

」

八 幡 浜高等学校 ３年 普 通 科 ６００ ４年 普 通 科 昼夜 ３２０

商 業 科 ３６０

情 報 処 理 科 ８０

情報ビジネス科 ４０

「

を

」

八 幡 浜高等学校 ３年 普 通 科 ６００ ４年 普 通 科 昼夜 ３２０

商 業 科 ３２０

情 報 処 理 科 ４０

情報ビジネス科 ８０

「

に、

」

野 村高等学校 ３年 普 通 科 ４４０

畜 産 科 １２０

「
を

」

野 村高等学校 ３年 普 通 科 ４００

畜 産 科 １２０

「
に、

」

宇 和 島 東高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

理 数 科 １２０

商 業 科 ３６０

情 報 処 理 科 ８０

情報ビジネス科 ４０

宇 和 島 南高等学校 ３年 普 通 科 ７２０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

衛 生 看 護 科 ８０

「

を

」

宇 和 島 東高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

理 数 科 １２０

商 業 科 ３２０

情 報 処 理 科 ４０

情報ビジネス科 ８０

宇 和 島 南高等学校 ３年 普 通 科 ６８０ ３年以上 普 通 科 夜 １６０

衛 生 看 護 科 ４０

「

に、

」

「

を

吉 田高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

機 械 科 １６０

電 気 科 １２０

電 子 科 １２０

愛 媛 県 報平成１４年１０月１８日 第１４００号
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建 築 科 １２０ 」

吉 田高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

機 械 科 １２０

電 気 科 １２０

電 子 科 １２０

建 築 科 １２０

「

に、

」

北 宇 和高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

生 産 科 学 科 ４０

生 産 食 品 科 ８０

「

を

」

北 宇 和高等学校 ３年 普 通 科 ２４０

生 産 食 品 科 １２０

「
に、

」

津 島高等学校 ３年 普 通 科 ４８０

南 宇 和高等学校 ３年 普 通 科 １，０４０

農 業 科 １２０

「

を

」

津 島高等学校 ３年 普 通 科 ４４０

南 宇 和高等学校 ３年 普 通 科 ９６０

農 業 科 １２０

「

に改

」

める。

別表第５中

今 治 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 １４０

産 業 科 ３０

「

を

」

今 治 養 護 学 校 小 学 部 ６ 年

中 学 部 ３ 年

高
等
部

本 科 ３ 年
普 通 科 １５０

産 業 科 ３０

「

に改

」

める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

２ 別表第２の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成１５年度における第１学年の入

学定員は、当該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学 校 名
全 日 制 の 課 程

学 科 入 学 定 員

川 之 江高等学校 普 通 科 ３６０

新 居 浜 西高等学校 普 通 科 ３２０

新居浜工業高等学校 機 械 科 ４０

環境化学科 ４０

小 松高等学校 ライフデザイン科 ４０

丹 原高等学校 普 通 科 １６０

今 治 東高等学校 普 通 科 ２００

愛 媛 県 報平成１４年１０月１８日 第１４００号
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�愛媛県教育委員会告示第４号
平成１５年度愛媛県県立中学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成１４年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１５年度愛媛県県立中学校入学者選考実施要項

平成１５年度愛媛県県立中学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。

１ 募集人員

平成１５年度県立中学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中学校 １６０名

愛媛県立松山西中学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところ

による。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。

� 平成１５年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ず

る学校（以下「小学校等」という。）を卒業する見込み

の者

	 平成１５年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見

込みの者で、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）が特別に出願を認めたもの

４ 出願

入学志願者は、在籍する小学校等の校長（以下「小学校

長」という。）を経て志願先中学校に併設する高等学校の

校長（以下「併設高等学校長」という。）に入学志願書及

び入学志願理由書を提出しなければならない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、教育長

が別に定める。

５ 調査書

調査書は、小学校長から併設高等学校長に提出するもの

とし、その様式等については、教育長が別に定める。

６ 面接、作文及び適性検査

� 入学志願者全員に対して、面接、作文及び適性検査を

行う。

	 面接、作文及び適性検査を行う期日及び場所は、次の

とおりとする。

平成１５年１月２１日（火） 志願先中学校に併設する高

等学校（以下「併設高等学校」という。）

７ 入学者の選考

� 入学候補者の選考

併設高等学校長は、入学志願理由書、調査書並びに面

接、作文及び適性検査の結果を総合的に判断して、入学

候補者を選考する。

（入学定員の適用除外）

３ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第２の１備考２の規定は、適用しない。

今 治 南高等学校 園芸クリエイト科 ４０

今 治 北高等学校 普 通 科 ２００

今 治 工 業高等学校 環境化学科 ４０

松 山 西高等学校 普 通 科 ２８０

上 浮 穴高等学校 森林環境科 ４０

大 洲高等学校 普 通 科 １６０

八 幡 浜高等学校 商 業 科 ８０

情報ビジネス科 ４０

野 村高等学校 普 通 科 １２０

宇 和 島 東高等学校 商 業 科 ８０

情報ビジネス科 ４０

宇 和 島 南高等学校 普 通 科 ２００

津 島高等学校 普 通 科 １２０

南 宇 和高等学校 普 通 科 ２８０

学 校 名
全日制の課程

備 考
学 科

新居浜工業高等学校 工業化学科 平成１５年度から生徒募集を停止

今 治 南高等学校 農 業 科 同

園芸デザイン科 同

教育委員会告示
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	 入学候補者の発表

入学候補者の発表を行う期日は、次のとおりとし、発

表の方法等は、教育長が別に定める。

平成１５年１月２８日（火）


 抽選による入学予定者及び補欠入学予定者の決定

ア 入学候補者数が募集人員を超える場合又は入学候補

者数が募集人員を超えない場合で、市町村（一部事務

組合を含む。以下同じ。）立の中学校の１の学区につ

いて３５人を超えるときは、次により公開して抽選を行

い、入学予定者及び補欠入学予定者を決定する。

� 抽選を行う期日及び場所は、次のとおりとする。

平成１５年２月２日（日） 併設高等学校

� 抽選は、市町村立の中学校の１の学区について入

学予定者数の上限を３５人とする制限（以下「入学予

定者数制限」という。）を設けて実施する。

� 抽選の方法等は、教育長が別に定める。

イ アに掲げる場合を除き、抽選は行わず、入学候補者

を入学予定者とする。

８ 入学予定者及び補欠入学予定者の発表

７
アにより決定した入学予定者及び補欠入学予定者に
ついては、抽選日当日に発表する。

なお、発表の方法等については、教育長が別に定める。

９ 入学予定者の欠員の補充

入学辞退その他の事由により、入学予定者に欠員を生じ

た場合は、７
アにより決定した補欠入学予定者の中から
、入学予定者数制限を適用して、これを補充する。

なお、欠員を補充する期間、その実施方法等については

、教育長が別に定める。
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�愛媛県教育委員会告示第５号
平成１５年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次の

ように定める。

平成１４年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１５年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成１５年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要

項に基づいて実施する。ただし、通信制の課程並びに専攻科

及び別科の入学者の選抜は、愛媛県教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）が別に定める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成１５年度県立高等学校の第１学年の募集人員は、別

に定める。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及

び水産に関する各学科においては、それぞれに属する２

以上の学科について、一括して募集することができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する

規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定める

ところによる。

第３ 一般入学者選抜

１ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。

� 平成１５年３月末日までに中学校若しくはこれに準ず

る学校（以下「中学校等」という。）を卒業する見込

みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込み

の者

	 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程

を修了した者


 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られる者

２ 出願

入学志願者は、在籍又は出身の中学校等又は中等教育

学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在籍

及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合は直接

）、志願先高等学校の校長（以下「高等学校長」という

。）に入学願書を提出しなければならない。この場合に

おいて、全日制の課程と定時制の課程とを併願すること

はできない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、教育

長が別に定める。

３ 出願調整

入学志願者は、入学願書受付締切り後、教育長が別に

定める期間中、いずれの学校、いずれの課程、いずれの

学科へでも１回に限り志願変更をすることができる。

４ 報告書

中学校長から高等学校長に提出する報告書は、次のと

おりとし、その様式等については、教育長が別に定める

。

� 調査書

	 学習成績等一覧表

５ 学力検査

入学志願者全員に対して次により学力検査を行う。

� 検査教科

ア 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする

。

イ 定時制の課程

国語を入学志願者全員に受検させることとし、社

会、数学、理科及び英語の４教科から２教科を入学

志願者に選択させて、計３教科とする。

	 検査問題

中学校学習指導要領（平成１０年１２月文部省告示第１

７６号）に示されている各教科の目標及び内容に則し、

基本的事項について出題する。


 検査期日

平成１５年３月１１日（火）及び同月１２日（水）

� 検査場

志願先高等学校（本校又は分校）

６ 面接及び実技テスト

� 面接は、入学志願者全員に対して行う。

	 実技テストは、工業科のデザイン科の入学志願者に

対して行う。


 面接及び実技テストは、学力検査終了後に行う。

７ 入学者の選抜

愛 媛 県 報平成１４年１０月１８日 第１４００号
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高等学校長は、報告書、学力検査の成績等を資料とし

て、次により入学者を選抜する。

� 各高等学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を判定する。

	 全日制の課程については、次の第１選抜及び第２選

抜の順に選抜し、合格者を決定する。ただし、入学志

願者数が募集人員（推薦入学確約者を除く。以下この

号において同じ。）を下回っている場合は、ア及びイ

中「募集人員」とあるのは、「入学志願者数」と読み

替えるものとする。

ア 第１選抜

調査書点（第１、第２、第３学年において履修し

た必修教科の評定の合計に、選択教科の外国語（共

通）の評定合計を加算したものをいう。以下イにお

いて同じ。）が上位から募集人員の９０パーセント程

度以内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及

び実技テストの結果が良好な者を対象にして、学力

検査の成績の上位順に募集人員の７０パーセント程度

の者を選抜する。

イ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかったすべての者を対象に

、学力検査の成績（Ａ）、調査書点（Ｂ）、調査書

の学習の記録以外の記録並びに面接及び実技テスト

の評価の得点（Ｃ）を用いて、募集人員の３０パーセ

ント程度の者を選抜する。この場合において、Ａ、

Ｂ及びＣの比率は、それぞれＡは３～６、Ｂは２～

４、Ｃは２～４の範囲内とし、Ａ、Ｂ及びＣの比率

の合計が１０となるように定めるものとする。ただし

、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若しくは

実技テストの結果のいずれかにより成業の見込みが

ないと判断した場合には、合格者としない。

なお、第２選抜におけるＡ、Ｂ及びＣの比率は、

高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。


 定時制の課程については、高等学校長の判断により

、第１選抜を行わず、第２選抜の方法のみによってす

べての合格者を決定することができる。

８ 合格者の発表

合格者の発表の期日、方法等は、教育長が別に定める

。

９ 第２次募集

定時制の課程については、第１次募集における合格者

が募集人員に満たない場合は、第２次募集を行うものと

する。この場合において、学力検査の教科は、第１次募

集の場合に準ずる。

なお、学力検査の期日、方法等の詳細については、教

育長が別に定める。

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

全日制の課程のすべての学科について実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科にあっては当該学科の

募集人員の１０パーセント程度、理数科にあっては当該学

科の募集人員の１５パーセント程度、職業教育を主とする

学科及び総合学科にあっては当該学科の募集人員の３０パ

ーセント程度とする。

３ 出願資格

� 推薦入学を志願できる者は、平成１５年３月末日まで

に県内の中学校等を卒業する見込みの者であって、次

の要件のすべてに該当し、かつ、在籍中学校等の校長

が推薦するものとする。

ア 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白

で適切であること。

イ 当該高等学校・学科に適性、興味・関心を有する

こと。

ウ 人物が優れていること。

エ 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科

における学習活動に成果が期待できること。

オ 次の要件のいずれかに該当すること。

� 特別活動において優れた実績を有すること。

� 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等

のうち、いずれかの分野において、熱心な活動が

見られること又は優れた成果を上げていること。

� 理数科又は職業教育を主とする学科を志願する

者にあっては、調査書の各教科の学習の記録のう

ち、それぞれの学科に関連した教科において秀で

ていること。

	 出願資格の詳細については、各高等学校長が、それ

ぞれの高等学校の教育目標、当該学科の特色、地域性

等を十分考慮して定めるものとする。

４ 出願

推薦入学志願者は、在籍中学校等の校長を経て、高等

学校長に推薦入学願書を提出しなければならない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、教育

長が別に定める。

５ 報告書

在籍中学校等の校長から高等学校長に提出する報告書

は、次のとおりとし、その様式等については、教育長が

別に定める。

� 推薦書

	 調査書

６ 学力検査

学力検査は、行わない。

７ 面接、作文及び実技テスト

� 面接及び作文は、推薦入学志願者全員に対して行う

。

	 実技テストは、工業科のデザイン科の推薦入学志願

者に対して行う。


 面接、作文及び実技テストを行う期日及び場所は、

次のとおりとする。

平成１５年２月７日（金） 志願先高等学校（本校又

は分校）

８ 推薦入学者の選抜

高等学校長は、各高等学校、学科等の特色を踏まえて

、報告書並びに面接、作文及び実技テストの結果等を総

合的に判定し、推薦入学者を選抜する。
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９ 合格者の発表

合格者の発表の期日、方法等は、教育長が別に定める

。
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�愛媛県教育委員会告示第６号
平成１５年度愛媛県県立特殊学校高等部入学者選抜実施要項

を次のように定める。

平成１４年１０月１８日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成１５年度愛媛県県立特殊学校高等部入学者選抜実施

要項

平成１５年度愛媛県県立特殊学校高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

１ 募集人員

平成１５年度県立特殊学校高等部の本科及び専攻科の第１

学年の募集人員は、別に定める。

２ 出願資格

入学を志願できる者は、心身の故障が学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３に定める程度の者で

、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げ

る要件のいずれかに該当するものとする。

� 本科
ろう

ア 平成１５年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養

護学校の中学部若しくは中学校（以下「中学部等」と

いう。）を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前

期課程を修了する見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程

を修了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認

められる者

	 専攻科
ろう

ア 平成１５年３月末日までに盲学校、聾学校若しくは養

護学校の高等部、高等学校又は中等教育学校（以下「

高等部等」という。）を卒業する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力が

あると認められる者

３ 出願

入学志願者は、在籍学校又は出身学校の校長（以下「在

籍学校等校長」という。）を経て（在籍学校及び出身学校

のない場合は直接）、志願先学校の校長（以下「志願先校

長」という。）に入学願書を提出しなければならない。

なお、出願期間、出願手続等の詳細については、愛媛県

教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定め

る。

４ 報告書

在籍学校等校長から志願先校長に提出する報告書は、次

のとおりとし、その様式等については、教育長が別に定め

る。

� 調査書

	 健康診断票

５ 学力検査

入学志願者に対して次により学力検査を行う。ただし、

志願先校長が、特別の事情があると認めたときは、学力検

査を行わないことがある。

� 本科

ア 検査教科

志願先校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指

導要領（平成１１年３月文部省告示第６１号）に示されて

いる中学部の各教科の目標及び内容に則し、基本的事

項について出題する。

ウ 検査期日

平成１５年３月７日（金）

エ 検査場
ろう

志願先の盲学校、聾学校又は養護学校（本校）

	 専攻科

ア 検査教科

松山盲学校長が、学校の実態に応じて決定する。

イ 検査問題
ろう

盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領（

平成元年１０月文部省告示第１５９号）に示されている各

教科の目標並びに各科目の目標及び内容に則し、基本

的事項について出題する。

ウ 検査期日

平成１５年３月７日（金）

エ 検査場

松山盲学校

６ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して行う。

	 適性検査

ア 志願先校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、志願先校長が、学科の特色に応じて決定す

る。


 期日

学力検査の検査期日と同じ日とする。

７ 入学者の選抜

志願先校長は、報告書、学力検査の成績等を資料として

、次により入学者を選抜する。

� 各学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受ける

に足る能力・適性等を判定する。

	 合否の判定に当たっては、報告書並びに学力検査の成

績並びに面接及び適性検査の結果等を総合して判定する

。

８ 合格者の発表

合格者の発表の期日、方法等は、教育長が別に定める。
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�愛媛県公営企業告示第５号
次のとおり落札者を決定した。

平成１４年１０月１８日

愛媛県立中央病院長 藤 井 靖 久

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１４年１０月８日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１４年１０月１８日

愛媛県収用委員会

会長 村 田 建 一

１ 起業者の名称

伊予市

２ 事業の種類

市道下三谷楠木線新設工事（愛媛県伊予市下三谷字向井地内から同県同市下三谷字薄井谷地内まで）及びこれに伴う市

道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

公営企業告示

雑 報

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用

愛媛県伊
予市下三
谷字北稲
村

１２６６番１ 田 田 ８７５ ８７５．９９ ９．２６

千葉県我孫子市古戸２３０番地の２６
岩村 千里 ─── ─── ──────

１２６７番 田 田 １，０９６１，０９６．１９ ５６８．２４

使 用

１２６６番１ 田 田 ８７５ ８７５．９９ ４．５５

１２６７番 田 田 １，０９６１，０９６．１９
１９．６３
４．４４
４．０６

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５１種２号）
１リットル当たりの単価
約８４０，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１４年９月２６日
上岡商事株式会社
松山市余土中四丁目
１５番１９号

２９．８２円 一般競争入札 平成１４年２月１５日
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